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Ⅰ 本稿の背景と目的

　欧米では、ファミリービジネスを対象とした
研究が Christensen（1953）以来活発に行われて
いる（堀越、2017）。しかし、「事業承継の実態
に関する実証分析は、欧米においてもそれほど
多く行われてこない」状況にあり、「事業承継に
係る先行研究の少なさが実感される」（安田・許、
2005）と指摘されている。
　一方、わが国における事業承継の議論は、佐
藤（2018）によれば、「1960 年代には後継者不
在による廃業が発生し、中小企業の経営課題と
して認識され始めていた」にもかかわらず、「当
時の政策課題であった中小企業の近代化に注力
していたことから、事業承継に関する政策は検
討されることはなかった」とされる。その後、
中小企業庁は、「『中小企業承継税制問題研究会』
を 1980 年に設置し、中小企業の事業承継の実態、
税制上の問題、改善施策について検討を始め」

（同）ている。
　他方、わが国において事業承継に関して「学

術的な議論が活発化するのは、2001 年版の『中
小企業白書』において、第二創業の機会として、
事業承継がクローズアップされてから」（堀越、
2017）とされ、「一世紀を超える、わが国の中小
企業研究のなかでは、事業承継は、歴史の浅い
分野」（同）である。その結果、事業承継は、注
目される割には研究が進んでいない分野である
との指摘がある（安田、2020）。ただし、事業承
継に関する研究蓄積を体系的に整理した著作・
論文として、『日本の中小企業研究（2000-2009）』

（中小企業総合研究機構編、2013）、『長寿企業の
事業継承における論理的研究 －先行研究から含
意と課題、研究展望－』（落合、2014）、わが国
における中小企業の事業承継研究の現状と課題

（堀越、2017）等、限定的ではあるものの複数存
在している。
　一方、事業承継の文脈内で語られることの多
い「第二創業」に関する学術的知識の体系的な
整理については、事業承継のレビュー論文にお
いて、堀越（2017）がⅢ－ 2 －（2）「後継経営
者による経営革新」で、神谷（2018）がⅡ－ 3「事
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業承継を契機にした経営革新の課題」として触
れている程度にとどまっている。そこで、本稿
では、まず、わが国の第二創業に関する研究を
レビューし体系的な整理を行い、先行研究にお
ける含意と課題を明確にした上で、今後の実証
研究に向けた論点整理と展望を行うことを目指
している。
　本稿では、次節で論文の収集と選択の過程を
示し、第 3 章で第二創業の定義の分類と明確化
を行う。第 4 章でこれまでの議論の変遷を確認
した後、第 5 章で第二創業に関する文献の体系
的なレビューを実施する。第 6 章で先行研究の
含意を、第 7 章で先行研究の課題を述べ、第 8
章で今後の実証研究に向けた展望を述べる。

Ⅱ 論文の収集と選択の過程

　筆者の恣意性を可能な限り排除するために、
論文の収集と論文選択の過程を明確化しておく。
　研究対象である「第二創業」に関する論文の
検索手法は、以下の通りである。まず、検索サ
イトは、Cinii、J-STAGE、Google Scholar を使
用し、対象言語は日本語とした。「第二」「創業」
いずれかの語句が含まれる論文が検索されるこ
とを避けるために、検索時のキーワードには、

「“第二創業”　“事業承継”」と入力し検索（フレー
ズ検索）を行った。なお、第二創業・事業承継
に関する論文を網羅的に収集するために、期間
指定等の条件は設定していない。なお、検索日
は 2021 年 2 月 25 日である。
　文献データベースでの検索の結果、Cinii では
18 編、J-STAGE では 8 編、Google Scholar では 
97 編の論文がヒットした。そのうち、文献データ 
ベースで重複していた Cinii では 4 編、J-STAGE
では 1 編、Google Scholar では 10 編の論文を除
外するとともに、書評、シンポジウム、講演録
のほか、主題を事業承継・第二創業に置いてい
ない論文など 75 編を除外した。他方、検索され
た論文内で引用されていた論文等において、第
二創業という語句を用いてはいないが、第二創

業の要素を含む、和文論文・著作 14 編を追加し、
合計 47 編の論文を採用し、先行論文研究を行っ
た。
　なお、このような論文収集・選択の過程を経
た結果、ファミリービジネス研究のみならず、
中小企業研究、長寿企業研究など、研究分野に
とらわれずに、横断的、網羅的な論文収集を実
現することができた。

図２－１　論文の収集と選択の過程
（出所）筆者作成

Ⅲ 第二創業の定義の分類と明確化

　中小企業白書（中小企業庁、2001b）Ⅱ－第 2
章第 3 節 3 の表題には「『第二創業』としての事
業承継の円滑化」と記され、これが、「我が国で、
第二創業という用語が「広く普及するようになっ
た」（林・山田、2017）契機とされている。さら
に、2001 年 8 月に中小企業庁が取りまとめた「事
業体の継続・発展のために－中間報告－」では、

「既存の事業体が、従前の事業を円滑に維持する
こと（狭義の事業承継）のみならず、新たな技
術や市場に進出して事業を大きく発展・変革さ
せること（第二創業）」も極めて重要である」と
記し、「事業の承継にとどまらず、経営資源を活
かした後継者による新規事業の展開」を「第二
創業」と定義している。
　その後、研究者の間でも第二創業という用語
が使用されるようになった反面、鉢嶺（2005）は、 

「第二創業の定義については諸説混沌とした部分
がある」と指摘しているほか、「第二創業の定義
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は、文献の執筆者の価値前提に基づいている点
で恣意的」（林・山田、2017）と指摘されるなど、
その含意は研究者により異なっている。事実、
前節で示した手法により収集された論文内にお
いてもその含意は多岐に渡っていた。そこで、
わが国における第二創業に関する先行研究の体
系化の前段階として、これまでの研究における
第二創業の含意の分類を試み、その上で、筆者
の考える第二創業の定義を提示する。
　なお、論文の分類にあたっては、本文中（除
く図表、参考文献等）において「第二創業」の
含意が判別可能な 27 編の著作・論文を分析対象
とした。なお、同一著者による複数著作・論文
が含まれる場合、第二創業の定義をより明確に
記述している著作・論文 1 編のみを分類対象と
している。

1 第二創業の定義の分類
（1）第二創業＝創業
　大東（2003）は「第二創業は基本的に起業の
一種であり、厳密に言えば、ベンチャーの一種
である」と記している注 1。これを文字通り解釈
すれば、第二創業は創業（起業）に包含される
と解釈できる。
　このように、第二創業は創業の一種である、
との立場を取る論文は 1 編であった。

図３－１　第二創業＝創業の図示【１編】
（出所）筆者作成

（2）第二創業＝経営革新（2 度目の創業）
　野長瀬（1999）は、地域ベンチャー企業の分
類において、「新規創業企業と、新分野に事業展
開する既存企業、即ち『第二創業企業』がある」
と述べ、「新規創業企業」との対比として、新分
野に進出する企業を「第二創業」と称している。
つまり、新分野進出の有無を第二創業企業の判

断軸として用いている。また、佐竹（2002）で
は、「中小企業であっても専門能力を有すること
が存立基盤安定の第一条件であり、新機軸（イ
ノベーション）を展開し、『第二創業』を志向し、
ベンチャー型中小企業へ転換すること」が中小
企業の発展には必要であると論じている。さら
に、鉢嶺（2005）は、「『第二創業』とは、『既存
事業の見直し・底上げから一歩踏み込んで、既
存事業の経営資源を活かしながら、あたかも新
規創業のごとく、新規事業分野に挑んでいくこ
と』である。」と定義しており、既存企業が新市
場開拓や新製品開発を行う過程を通じて経営革
新を行うことを第二創業と捉えている。そのほ
か、川上（2011）は、中小企業による新しい分
野への進出において、「新規に企業を設立し、創
業する場合＝『新規創業』」との対比において、

「既存企業が新しく創業（新規事業部門へ進出）
する場合＝『第二創業』」と示している。そして、
米田（2019）は、「第二創業の機会を事業承継に
限定せず、『既存の企業があたかも新規創業のご
とく新規事業分野に挑んでいくこと』」と定義し
ているほか、「同一の経営者が複数回にわたる変
革を実行するケースもみられる」とも記してい
ることから、創業者による新規事業分野への挑
戦を第二創業と捉えていると解される。最後に、
星野（2019）は、新たなビジネスモデルを次々
と打ち出す広島県福山市に本社を置くスーパー

『エブリイ』グループの成長を「第一創業期（1989
年）から第四創業期（2017 年）」に区分するこ
とができるとし、中でも、生鮮を強化した 2003
年を「第二創業期」と表記している。そのほか、
井上・中村（2015）も、この立場に立っている
と読み取ることができる。
　このように、第二創業と経営革新が同義であ
るとの立場を取る論文数は 7 編に上り、相応の
数の研究者から支持されている。
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図３－２　第二創業＝経営革新の図示【７編】
（出所）筆者作成

（3）第二創業＝事業承継（経営者交代）
　安田・許（2005）では、「事業承継は新しい経
営者を世に出すことから、しばしば、『第二創業』
と言われ」ると記し、経営者交代の意として第
二創業を用いている。また、安田（2005）は、 
｢『第二創業』と称される事業承継と（第一）創
業で企業のパフォーマンスに影響を与える要因
が大きく異なる」と述べている。さらに、根本

（2007）においても、「EU では事業承継を第二
創業として位置づけることで、（中略）政策支援
の連携を模索・実践している」と述べている。
そのほか、中井（2009）は「事業承継によって
経営者が交代した企業を新たな経営者によって
再スタートを切ったという観点から『第二創業』
と呼び」と述べ、「経営者の交代、すなわち事業
承継を『第二創業』と捉える」ことができると
述べている注 2。
　このように、第二創業と事業承継が同義であ
る、との立場を取る論文数は 4 編あり、一定数
の研究者から支持されている。

図３－３　第二創業＝事業承継の図示【４編】
（出所）筆者作成

（4）第二創業＝事業承継後の経営革新
　迫田（2009）は、「中小企業における継承を経
営展開プロセスの一環と捉え、『継承は第二創業』
といわれる。いわば継承の成否に対して、代替
わりすれば成功というのではなく、継承後の経
営的パフォーマンスが問われるようになってい

る」と述べている。また、久保田（2010）は、「『第
二創業』という言葉に象徴されるように、事業
承継は経営革新の機会でもある」とし、創業者
よりも非創業者が新たな経営体制の構築に取り
組んでいることを紹介した上で、「事業承継を契
機として経営革新を実現した企業」の分析を行っ
ている。さらに、許（2014）では、「後継者が大
胆な業態転換や新事業・新分野に進出すること
により、企業の活力を回復または向上させよう
とする取り組み」を「第二創業」と呼ぶとして
いるほか、寺島（2012）は、「先代の事業の踏襲
のみではなく、事業そのものを改善させていく
第二創業の可能性」があり、「後継者は先代の企
業を継続させつつも、第二創業を行う確率が高
いことが認識できる」と指摘している。そのほか、
義永（2018）は、「事業承継後に社内改革を実行
し、情報化投資と共に効率性を向上させ、取引
先を拡大したことが確認された。ヤマト自動車
は、『第二創業』の事例としても適当である」と
述べ、事業承継後に経営革新を断行した第二創
業の事例として、ヤマト自動車を取り上げてい
る。そして、黒木、木野（2020）は、新規創業
のタイプ分析において、「第二創業（今まであっ
た会社を引き継いでいるが、新たな分野で創業
や新規のビジネスを行っている企業）」と述べて
いる。最後に、長谷川（2020）は、「事業承継の
場合には、事業のライフサイクルが成熟・衰退
期に陥った状態が多く、新たな利益機会を発見
したり、新機軸を打ち立て実行したり、組織内
の抵抗に向き合いながら経営革新を行う上で、
第二創業的な観点が必要であり、企業家論の論
点が加わる」としている。そのほか、内山（2002）、
増田（2010）、文能（2013）、岸田（2015）、林（2017）、
石井（2019）、嶋根（2019）も、この立場を取っ
ていると読み取ることができる。
　このように、第二創業を後継者への事業承継
後に取り組む経営革新である、との立場を取る
論文数は 14 編と最多である。
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図３－４　 第二創業＝事業承継後の経営革新の図示
【14 編】

（出所）筆者作成

（5） 第二創業＝転地（事業承継後の経営革新＋
既存事業の整理）

　林・山田（2017）では、「第二創業を『後継経
営者が転地を図ること』」と定義し、「第二創業
概念は単なる『後継者による企業家活動』と区
別されねばならない」とした上で、「新事業への
進出と既存事業の整理が並行的に生じない後継
者による企業家活動は、第二創業から区別され
るべき」と述べている。すなわち、後継者に対
して、新事業への進出のみならず、承継以前の
事業の整理が必要であると定義しており、「第二
創業＝事業承継後の経営革新」と比し、更なる
革新的な事業変化を求めている。
　なお、第二創業とは転地（事業承継後の経営
革新＋既存事業の整理）である、との立場を取
る論文は 1 編である。

図３－５　 第二創業＝転地（事業承継後の経営革新
＋既存事業の整理）の図示【１編】

（出所）筆者作成

（6）第二創業の定義の総括
　ここまで過去の研究における第二創業の定義
を分類してきたが、研究者によってその含意は
異なっており、さらに言えば、同一論文内にお
いて、その含意の異なるケースが散見されるな
ど、いまだ「第二創業」の定義は固定化してい
ない状況にある。そこで、第二創業の定義を振
り返り、総括してみる。

①第二創業＝創業
　第二創業を創業と同義と捉える立場である。
この立場を取る研究者は少ないものの、第二創
業を実現するにあたっては、創業時と同様の困
難が伴うという点を鑑みれば、第二創業が広義
の創業に含まれるとの主張には理解できる面も
ある。ただし、創業の範囲を拡大解釈している
という点において、疑問が残る。
②第二創業＝経営革新
　次に、第二創業を経営革新と同義と捉える立
場である。この立場では、新分野進出、新事業
開発のように、創業者が創業時と同様のような
経営革新を実行することを 2 度目の創業、すな
わち「第二創業」と捉えている。経営革新には
創業時のような痛みと困難を伴うという点を鑑
みれば、第二創業＝経営革新であるとの主張も
理解できる点もある反面、第二創業と経営革新
との相違の明確性に欠ける面があると考えられ
る。
③第二創業＝事業承継
　第二創業を事業承継と同義と捉える立場であ
る。この立場では、創業者から後継者へ事業を
承継することを第二創業と捉えている。経済産
業省によると、「現経営者から後継者へ事業のバ
トンタッチを行うこと」と定義されている事業
承継という単語と第二創業が同義であるとの主
張については、疑念を挟まざるを得ない。
④第二創業＝事業承継後の経営革新
　第二創業を、創業者等から事業を後継者に対
して引き継いだ後に行われる経営革新と捉える
立場であり、事業承継を第二創業における必要
条件として位置付ける立場である。前述のよう
に、中小企業庁（2001a）もこの立場を取っている。
⑤ 第二創業＝転地（事業承継後の経営革新＋既

存事業の整理）
　第二創業を事業承継後に行われる新事業への
進出のみならず、創業時に立ち上げた既存事業
の整理を求める立場である。この点、「長寿企業
における承継者の能動的行動とは、多くが長年
築き上げられてきた既存の事業ドメインや取引
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関係を含む事業システムを否定するような行動
ではない」（落合、2014）との指摘があるほか、
川上（2011）は、「既存部門の比重が下がり、や
がてこの既存部門からの撤退が起こるであろう。
このことを『事業転換』ということができる」
とも述べている。このように、経営革新の実施
に加え、承継以前の事業の整理までも求める点
に疑問が生じる。
　以上、第二創業に関する各研究者の定義を、
創業をスタートとし、概略的に図示したものが
下図である。

図３－６　第二創業の定義の概略図
（出所）筆者作成

2 第二創業の定義の明確化
　最後に、第二創業に関する研究を進めていく
にあたり、筆者がどのような立場を取るかにつ
いて明確にしておく。
　まず、「創業」とは異なる「第二創業」という
用語を用いていることを鑑みれば、「第二創業＝
創業」との立場は取りづらい。さらに言えば、「第
二創業＝経営革新」、「第二創業＝事業承継」の
立場も同様である。そこで、今後の筆者の研究
においては、「第二創業＝事業承継後の経営革新」
との立場を取るものとする注 3。この考えには「第
二創業＝転地」との立場も含まれるが、対象が
極端に限定的となることなどを考慮すると、本
稿では「第二創業＝転地」に限定する立場には
立たない。
　なお、本稿における「経営革新」とは、中小
企業基本法第 2 条第 2 項における「経営の革新」
の定義、すなわち、「新商品の開発又は生産、新
役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販
売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導
入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな
事業活動を行うことにより、その経営の相当程
度の向上を図ることをいう」に依る。

　次に、「英語における『第二創業』の定訳はな
い」（林・山田、2017）とされることから、第二
創業の英訳を検討する。上記のように、研究者
間において第二創業に関する日本語の含意が相
違することから、その英語表記が異なることは
必然とも考えられる。先行研究内で確認できた
英語表記としては、“second-foundation”（大東、
2003）、“Second Start-ups”（中井、2009）、“Second 
Startup”（米田、2019）、“Strategic Renewal”（林、
2018）、“reborn in new business”（黒木・木野、
2020）、“Re-Founding”（林・山田、2017）があり、
様々な英語表記が用いられていた。
　本稿における英語表記については、前段で定義
した「第二創業」の含意を正確に伝えることを
意図し、“Business Innovation after Succession” 
とする。

Ⅳ 第二創業の議論の変遷

　上記定義を踏まえ、わが国におけるこれまで
の調査や研究から第二創業に関する議論の変遷
をたどり、研究の現状と第二創業の特徴を示す。
なお、本稿においては、創業者等の経営者を「先
代経営者」、事業を承継した（する）者を「後継
者」と表記する。ただし、引用部分は、原典通
りの表記としている。
　まず、第二創業という用語の発露を確認する
と、前述のように、その普及の契機は、2001 年
版中小企業白書（中小企業庁、2001b）Ⅱ－第
2 章第 3 節 3 の表題に「『第二創業』としての事
業承継の円滑化」と記されたこととされる。そ
の本文中においては、「中小企業にとって、後継
者を選び、事業を継承させていくことは、それ
ぞれの企業での重要な経営課題であると同時に、
我が国経済全体の活力維持の観点から創業と同
様に重要な政策課題である」と記され、以後、
事業承継・第二創業は、政府における中小企業
政策の重要な地位を占めていくこととなる。
　同年の白書内で、事業承継後の新分野進出（第
二創業）の有無について、40.1％が進出したこ
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とを明らかにしている。そして新分野に進出す
るタイミングとしては、承継後間もない段階の
ケースが相対的に多い。具体的には 3 年未満に
事業承継した企業の 100％が第二創業し、3 年以
上 5 年未満の企業の 44.8％が第二創業したとし
ている。また、経営革新に取り組んだ後継者が
経営者に就任した年齢は、取組企業は非取組企
業に比べて就任時の年齢が若く（日本政策金融
公庫、2010）、さらに、代表者に就任した時期が
新しいほど取り組む割合が高くなっているとさ
れている（中小企業金融公庫、2008）。この背景
には、「承継があった企業のほうが取り組みを開
始する割合が高くなっており、事業を継いだば
かりの経営者が経営へのやる気に満ちているこ
とから新しい事に取り組んでいることが推測さ
れる」（中小企業庁、2004）と分析されている。
　そのほか、第二創業が業績に及ぼす影響を分
析した調査研究もみられる。例えば、中小企業
庁（2004）によれば、経営者の高齢化は、業績
の悪化、廃業に直結する課題であり、若い後継
者への事業承継をした企業ほど、経営革新の取
組が行われ、業績の改善が見られるとしている。
加えて、創業企業と「第二創業」のパフォーマ
ンス比較を定量的に行った研究には、安田・許

（2005）、岡本（2006）、中井（2009）などがある。
例えば、中井（2009）では、「創業企業と『第二
創業』の業績指標について、平均の差の検定を
行った結果、多くの指標で『第二創業』の平均
が上回っており、その差について有意差が認め
られた」としている。このように、先行研究では、
若い年齢で事業を承継し、第二創業に取り組ん
だ企業の業績が、実施しなかった企業の業績を
上回っているとされ、第二創業が中小企業の成
長に寄与していることが導かれている。
　次に、好業績をもたらすとされる「第二創業」
の特徴を、自ら事業を始める「創業」と比較し
ながらその特徴を明らかにしていく。この点、
堀越（2013）によれば、「一代限りの事業であれ
ば、実質的には個人企業と目される中小企業の
オーナー経営者が強力なリーダーシップを発揮

して組織を運営することができる」とし、それは、
「あらゆる権威は経営者の一身に集中し、従って、
それらの権威が彼の組織運営を阻害する要因に
はならないからである」と分析している。すな
わち、創業者による経営革新は、自ら立ち上げ
た事業・企業を自らの手で変えていくことであ
るため、経営革新の方向性、実行方法等について、
当該組織における最大の権力者である創業者単
独の意思決定により実行可能である。一方、第
二創業の場合、鉢嶺（2005）は、「一概にはいえ
ないものの」との留保付きで、「『第二創業』の
キーマンは、既存事業の成功体験に縛られがち
な現経営者よりも、世代交代（事業承継）や権
限移譲などを機に満を持して登場してくる若手
後継者である場合が多い」と述べ、「第二創業」
における経営革新の主体は「後継者」としている。
すなわち、先代経営者が事業承継後においても
一定の影響力を保持しているケースも多いこと
から、後継者単独の判断のみで経営革新を決定
することは、通常容易ではないと考えられる。
　さらに、「第二創業」の特徴に関する議論をみ
ると、鉢嶺（2005）は、「『第二創業』は、いわ
ゆる新規創業とは異なり、既存事業を抱えたな
かでの取組みとなるところに最大の特徴がある」
と述べ、既存の経営資源（取引先や従業員、信
用など）・収益（キャッシュ）を活用できること
から、新規創業に比べて事業失敗のリスクが少
ない、と指摘している。同様に、中井（2009）は、

「『第二創業』は、創業企業と比較すると、承継
前からの『資産』を引き継いで相対的に高い業
績を上げていることが確認できた」としている。
さらに、文能（2013）は、「事業承継企業は、新
たな経営者の誕生により、それまでは当該企業
に存在していなかったアイデアやネットワーク
を活用することが可能になるため、これまで培っ
てきた固有技術をそれらを組み合わせることで
イノベーションを創出する絶好の機会を得てい
る」と指摘している。すなわち、後継者は先代
経営者が築き上げた有形・無形の資産と外部資
源の組み合わせによって第二創業に取り組むこ
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とにより、好業績が導かれることを示している。
　このように、事業承継や第二創業に関する先
行研究においては、先代経営者の役割、後継者
の育成、先代経営者と後継者の関係性、承継プ
ロセス、といった課題があげられており、「もっ
ぱら先代世代による後継者支援の文脈内で言及
されてきた」（林・山田 2017）と指摘されている。

Ⅴ 第二創業研究の体系化

　本節では、わが国における第二創業に関する
これまでの調査・研究を踏まえ、「後継者が先代
経営者から承継される経営力」、「後継者が独自
に獲得する経営力」、「後継者による経営革新」、

「組織内コンフリクト（衝突）」という 4 つのテー
マに分け、第二創業に関する体系的レビューを
行う。なお、本項では、前段の第二創業の定義、
先行研究における指摘を踏まえ、第二創業のキー
マンである「後継者」の視点を重視した体系化
を試みる。

1 後継者が先代経営者から承継される経営力
　神谷（2019）は、「中小企業の後継経営者に誰
が指名されたとしても、経営革新を依頼された
時点ではトップダウンによって革新を推進する
力はない」と指摘している。それでは、後継者
はどのようにして経営革新を実行できるような

「力」を身に付けていくのだろうか。この点、中
小企業金融公庫総合研究所（2008）は、「後継者
の経営力の形成は、先代経営者から承継される
経営力と、幅広い社内外の経験などを背景に後
継者が独自に獲得する経営力とに大別される」
としている。そこで、まず、後継者が先代経営
者から承継される経営力について考察する。
　創業者による経営革新と「第二創業（事業承
継後の経営革新）」との最大の違いは、先代経営
者の存在の有無である。この点、堀越（2013）
は、「後継経営者のリーダーシップの発露は、ま
さに先代に依存しているものであり、先代がそ
の役割を正しく変遷させなければ、後継経営者

は変革者としてのリーダーシップを発揮できず、
経営革新も組織変革も頓挫してしまうであろう」
と述べている。この点、中小企業金融公庫総合
研究所（2008）によれば、事業承継を契機に後
継者が経営革新に取り組んだ事例に共通する取
組みとして、「先代経営者が後継者と日常的なコ
ミュニケーションを図り、後継者に重要な経営
判断を任せて育成するなど、先代経営者の配慮
やサポートによって後継者の経営力の形成が促
進される」としている。また、神谷（2019）は、「企
業内での経験を積み重ね、先代の持つ経営者と
してのパワーとアイデンティティを獲得して行
くことが必要」と指摘している。また、今村（2016）
は、創業者一族の経営への関与が、正の相関を
有しており、企業における系譜性が事業継続に
とって重要な要素であることを示しているとし、
佐竹（2019）も「事業承継には『系譜性』が最
優先される要素である」と述べている。さらに、
後継者が権威を保持するためには、先代経営者
が長期間にわたって思慮深く関与し、後継者の
主体的な学習と成長をお膳立てすることが不可
欠である（堀越、2013）と述べている。そのほか、
寺島（2012）は、第二創業を軌道に乗せるため
には、先代経営者のエンパワーメント（権限委譲）
が重要であり、企業がより安定して成長するた
めには、先代経営者の理解と力添えが十二分に
必要であるとしている。また、久保田（2010）は、
非親族承継という所有と経営が分離した状況下
で、経営革新を遂行できるかについて、創業者
一族との間の信頼関係の構築や事業承継までの
十分な準備期間の確保が考えられると指摘して
いる。すなわち、第二創業においては、系譜性
のほか、先代による後継者育成、事業承継の事
前準備、先代との信頼関係の構築、先代の力添
えなどを通じて、後継者が先代経営者から経営
者としての属人的な能力、例えば、リーダーシッ
プ、マネジメントといった能力、すなわち、「経
営力」の承継が、後継者による経営革新に対し
てプラスの影響を及ぼしていることを表してい
る。このように、後継者は先代経営者から承継
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した経営力を、経営革新を実行し得る「力」の
源泉としている。
　他方、先代経営者が後継者に及ぼす影響は、
プラスの側面だけではないことも指摘されてい
る。例えば、小野瀬（2014）は、後継者の自社
での勤続年数は、事業多角化度の変化率に負の
影響を与えるとしているほか、落合（2016）は、

「承継プロセスにおける現経営者世代からの関与
の程度が過剰な場合、後継者の能動的行動の芽
を摘んでしまうという副作用がある」と述べて
いる。また、佐藤（2019）は、「先代経営者が承
継前に関与しすぎずに、助言しながら権限移譲
することが必要である」と指摘している。さら
に、神谷（2018）は、経営革新をもたらす後継
者の能力は、先代からは与えにくく、先代経営
者による後継者育成の限界を指摘している。ま
た、小野瀬（2014）は、先代経営者が革新案に
反対する理由をまとめており、「①これまでの競
争優位や成功体験による『ロック・イン効果』、
②組織全体で共有する『強固なパラダイム』、 
③ファミリービジネスとしての企業や事業の出
自、伝統といった『長期的コミットメント』、 
④先代の年齢から生じる不確実性排除のための

『短期偏重』といった 4 つの理由」を挙げている。
この点、神谷（2018）も、「先代は、自らの経営
を行いながら後継者を育成し、自らの経営を革
新する役割を担わせるというパラドキシカルな
状況にある」と述べ、さらに、「経営革新におけ
る先代の役割については、積極的な貢献が必要
とする主張と、革新の阻害要因になるという主
張の両論があった」と指摘している。このように、
先代経営者は、自らが有している属人的な経営
力を後継者に受け渡すという積極的な役割を担
う一方、後継者の経営革新を妨げるという側面
も有している。

2 後継者が独自に獲得する経営力
　次に、経営革新の実行に向けて後継者自ら獲
得する経営力を、企業内・企業外別に考察する。
まず、企業内から獲得する経営力については、

佐藤（2019）が「社内の教育機会は、経営者に
なるための助言、段階的な権限移譲が正の効果
を持つ」とし、「後継経営者は、先代が出来なかっ
た既存製品での革新を成功させることで、自分
の経営能力やビジョンについての理解者を増や
し、革新者、変革者としてパワーを獲得するこ
とが出来る」と述べている。また、「中小企業の
後継経営者のリーダーシップという能力は、組
織内の具体的な実務や経験を通して、開発され、
醸成されていくものであり、経営での実績を伴
わなければ、経営者や変革者のリーダーシップ
は発揮できない」としている。このように後継
者は、企業内部における実務経験や経営実績を
通じて、経営者としての能力を獲得している。
　他方、小野瀬（2014）が、後継者の他社での
勤続年数は事業多角化度の変化率に有意な正の
影響を与えるとしている。さらに、佐藤（2019）は、

「職業キャリアは、後継者の経営能力を高め戦略・
施策に有意な正の効果を持ち、その中でも他社
経験は自社経験と比較して強い効果を持つ。さ
らに、異業種他社経験のみが、後継者に求めら
れる戦略の変更に対して正の効果を持つことが
明らかになった」としている。また、「外部教育
機関への派遣、取引先・金融機関の紹介が正の
効果を持つ」とし、承継後にパフォーマンスを
低下させないためには、意識的に異業種で経験
を積ませるような戦略的なキャリア開発が必要
である、と指摘している。このように、後継者は、
企業外部における勤続経験や能力育成の機会を
通じてもまた、経営者としての能力を獲得して
いる。
　この点、久保田（2010）は、「革新をもたらす
後継経営の能力形成には、企業内での学習にお
ける後継経営者の主体性や、積極的な外部での
学習の活用が重要とされている」と述べ、社内
プロジェクトに取り組むことや、経営者就任ま
でに社外経験を有することが、次世代経営者の
能力形成に有効であると結論付けている。すな
わち、後継者は、企業内・企業外それぞれから
経営者としての能力を獲得する必要があると考
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えられる。

3 後継者による経営革新
　井原（2018）は、後継者は、自らを起業家と
位置づけ、第二創業者として新しい事業や市場
にチャレンジしていくことが事業発展の近道で
あると述べており、経営革新が企業の発展をも
たらすとしている。また、久保田（2010）は、

「中小企業の後継者がトップダウンによって計画
的変革を行うためには、トップ自身の手によっ
て変革プロセスを強硬に推し進める必要がある」
としている。
　この点、経営革新の具体策として、林・山田

（2017）は、「第二創業の実施がもたらす経営の
構造転換は、（中略）（1）オペレーション次元で
の『業務の再編』、（2）マネジメント次元での『経
営層の（再）組織化』（3）戦略次元での『事業
の再編』、（4）見えざる資産に関する『従業員の
世代交代』の 4 点である」と述べている。また、
久保田（2011）は、事業承継を契機に経営革新
を遂行しつつ事業を発展させている企業の事例
における後継者が遂行する組織面の改革の特徴
として、①経営方針やビジョンの明確化、②綿
密な社内外とのコミュニケーション、組織全体
の情報共有、③意思決定や指揮命令系統の見直
し、④従業員の育成、意識改革、⑤社内ルール
の明確化、をあげている。
　他方、第二創業における後継者の特徴として、
事業の承継と経営革新という対極に位置する取
り組みの実行を求められる存在である点が指摘
されている。例えば、久保田（2010）は、経営
革新を行おうとする後継者には、「資産」「経営」

「知的資産」の承継と革新が同時に要求されてい
る、と指摘している。また、神谷（2019）は、「後
継経営者は、多くの経営資源を先代に依存しな
がら、それらを承継し、革新し、組織変革を実
現しなくてはならない」とした上で、事業承継
を契機とした経営革新においては、後継者が真
の経営者、革新者としてのリーダーシップを発
揮するためには、先代経営を学びながらその慣

性を打破し、既存パラダイムでの成功を重ねて
新たなパラダイムを確立するという難しい実践
を経る必要がある、と述べている。さらに、横
澤編（2012）が、老舗企業は、核として変化し
ない伝統を継承すると同時に、時代に合わせた
革新を常に行っており、伝統の継承と革新の間
の絶妙なバランスが、長寿の秘訣であると指摘
するように、後継者は、先代経営者から承継す
るものと革新するものを選別しつつ、経営革新
に臨む存在である点が指摘されている。
　このように、後継者は「制約と自律のジレン
マ」を抱えている存在（落合、2016）であり、
すなわち、後継者は、守り（承継）と攻め（革新）
というパラドキシカルな立場を背負う存在であ
る。

4 組織内コンフリクト（衝突）
　「中小企業では後継経営者が組織変革を行う時
点では、先代も在職し、ツーボス状態が通常で
ある」（神谷、2019）と指摘されるように、先
代経営者が事業承継後においても一定の影響力
を保持しているケースも多い。そんな中、神谷

（2019）は、事業承継を契機とした経営革新にお
いては、後継者は組織が永く共有してきたパラ
ダイムの変更プロセスも主導しなければならな
い、としている。さらに、「ツーボス状態の中で、
先代は後継経営者の経営革新に対して容易に賛
成できないと思われる。後継経営者は経営者と
しては未熟であり、自らの支援が必要であるか
らである」と指摘している。
　このように、先代経営者・後継者というそれ
ぞれ権力を有する存在が同一時期に、同一組織
内に共存する状況下においては、コンフリクト

（衝突）発生の可能性を必然的に内在すると考え
られる。この点、中小企業庁（2004）は、「承継
した企業に先代経営者の影響が強く残っている
と、承継経営者が前任のつくった体制に忠実に
事業を営む場合以外には、新しい経営者や彼の
経営戦略に対して抵抗が生まれる可能性がある」
旨指摘している。また、神谷（2018）は、先代



長岡大学  研究論叢  第 19 号（2021 年 4 月）

― 32 ― ― 33 ―

経営者の経営への影響力の強さやその存在は、
組織慣性の原因となって、後継者による革新を
阻害する可能性がある、としている。さらに、
八木（2010）は、親族承継の場合において、親
子であるが故に何でも言いやすい面がある反面、
衝突も生じやすいと指摘している。
　加えて、後継者と古参幹部・従業員との間に
おけるコンフリクトも指摘されている。例えば、
神谷（2018）は、「後継経営者による経営革新に
おいては、組織変革を伴う場合が多く、組織に
影響を与える傾向がある」と述べている。その
ため、「中小企業にとっては、社長交代はいわば
パラダイムシフトともいえるような、大変革」

（許、2015）となる可能性を意味しており、その
結果、組織変革には、組織的な抵抗や衝突（コ
ンフリクト）が生じる（神谷、2018）としている。
この点、後継者が組織面の改革を行う理由とし
て、久保田（2011）は、「承継者が先代経営者と
異なったリーダーシップを発揮し、従業員等と
の間に一定の調整を図りつつコラボレーション
を推進するために必要なプロセス」であるとし
ている。一方、大月（2014）は、「長年にわたっ
て構築されてきた既存の行動様式は、合理的に
ルーティン化されたものとして慣性力をもつた
め、それを壊して新しくするのは容易でない」
とし、後継者が組織変革を実現するには、「古い
パラダイムを守る抵抗勢力が変革の足かせとな
る」と指摘している。「抵抗勢力」の具体例として、
中小企業庁（2004）は、役員や従業員を指摘し、
抵抗の背景には、経営者交代に伴う経営戦略の
変化には、従来の企業の雰囲気や仕事の進め方
を変える可能性が孕むと述べ、その変化が受け
入れがたい場合、後継者に対して有形、無形の
抵抗を行う、と指摘している。また、事業を承
継した後継者は、先代経営者のほか、経営者の
家族、先代以来の従業員、それぞれに対して納
得性の高いトップ・マネジメントであることが
求められる（堀越、2013）とされ、すなわち、
高い納得性が得られなかった場合、コンフリク
トの発生が予想される。さらに、神谷（2018）は、

経営資源の少ない中小企業では、企業を維持す
るために活用される従前の経営資源と、革新に
よってもたらされる新たな経営資源とが並存す
ると述べ、さらに、新旧の経営資源の長期並存は、
実質的な世代交代や経営革新の進展を阻害する
要因にもなりかねない、と指摘している。
　この点、後継者は、先代経営者、あるいは古
参幹部、従業員との間で生じたコンフリクトを
どのように解消しているのだろうか。先代経営
者・後継者間におけるコンフリクトの解消に関
する議論では、堀越（2017）は、経営者と後継
者のコミュニケーションの重要性を指摘してい
る。また、中小企業庁（2004）は、後継者が既
にある企業体と自らの理念との折合いをつける
ためには、承継後のしばらくの間、経営者と企
業の「すり合わせ」のための調整期間が必要と
なると述べている。次に、後継者と古参幹部、
従業員との間におけるコンフリクトの解消に関
する議論では、後継者を支える社内人材の育成、
従業員の理解を得る取組み（栗井、2018）のほか、

「組織面の改革を行いつつ承継者特有のリーダー
シップを発揮することで、社内の従業員や社外
の金融機関、取引先などのステークホルダーの
支持・理解を確保しつつ事業面の経営革新を遂
行」（久保田、2011）することが重要である、と
の指摘もある。さらに、中小企業庁（2004）は、
後継者は「自分の考え方にあった組織として固
めていく作業が必要」とし、具体的には、「従業
員教育の拡充」、「社内体制の改編」、「人事制度
の改革」といった企業内部を変える取り組み、
すなわち、企業を経営者にあわせていく取り組
みが重要である、と指摘している。

Ⅵ 先行研究の含意

　本節では、前節の第二創業の体系的レビュー
を踏まえ、先行研究からの含意について検討す
る。
　第一の含意は、二面性を有する先代経営者に
関する議論である。事業承継後の企業業績を安
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定させ、さらに第二創業の実行に向けて、後継
者は先代経営者が保有する経営力、あるいは経
営者としての属人的な力を、先代経営者のサポー
トや力添えを得ながら、事業承継前後を通じて
獲得する必要がある。すなわち、後継者は先代
経営者から経営力を引き継ぐことで、経営革新
を実行し得る「力」を得ていると考えられる。
一方、先代経営者による後継者育成の限界が指
摘されているほか、先代経営者による過度な干
渉は、後継者の能動的な考えや行動を阻害する
とされている。また、後継者が行う経営革新は、
先代経営者が築き上げた企業をある種破壊する
行為であることから、経営革新に対する心理的
な抵抗感・反感も生じると考えられる。すなわち、
先代経営者は後継者の経営力を高めるといった
後継者にとってプラスの要因を保持していると
同時に、経営革新の「抵抗者」となり得るよう
なマイナスの要因をもたらす存在でもある。こ
のように、第二創業における最大の特徴は、功
罪併せ持つ先代経営者と先代から後継者の座を
譲り受け経営革新に臨む後継者という、権力者
が同時に同一組織内に存在している「ツーボス
状態」が生じており、そのような状況下において、
後継者が経営革新を遂行しなければならないと
いう点にある。そのため、後継者はこのような
権力の二重構造の中で経営革新をスムーズに行
い、しかも組織内外のステークホルダーから納
得を得られるような結果が求められるという重
い責務を負っている。この点、企業が存立する
業界の知識やこれまでの流れ、同業者や取引業
者との関係、経営ノウハウ、古参役員・従業員
からの信頼等に関しては、特に事業承継直後に
おいては、先代経営者が後継者に勝っていると
考えられる。一方、IT 化やグローバリゼーショ
ンなどにより、従来にも増して経済環境の変化
スピードが速まるという「ハイパーコンペティ
ション時代」への対応という点において、先代
経営者のマイナス面が際立つ可能性が高いと考
えられる。すなわち、先代経営者の経営力を吸
収すると同時にその経営革新に対する負の影響

力を抑制しつつ、ステークホルダーからの信頼
を獲得しながら経営革新に取り組むという非常
に困難な課題を、後継者は抱えている。
　第二の含意は、後継者による経営者支配のレ
ジティマシー（正当性）の獲得に関する議論で
ある。経営者支配のレジティマシーを後継者が
どの程度獲得できるかという点は、事業承継後
の先代経営者と後継者の間における権力の二重
構造下において、後継者が経営革新を主導可能
かという点において重要な焦点となる。この点、
後継者が経営者たり得るのは、それまで権力を
有し、企業を支配していた先代経営者から、経
営者としての能力や地位、株式などを継承する
ことにより、経営者支配のレジティマシーを承
継されることによると考えられる。さらに、後
継者が経営革新を進めていくためには、幹部や
従業員、株主、金融機関といったステークホル
ダーから、経営者支配のレジティマシーを持つ
者として認知される必要がある。すなわち、経
営者支配のレジティマシーの獲得が、経営革新
を目指す後継者にとって不可欠な要素となる。
　第三の含意は、後継者による「知識統合」に
関する議論である。後継者には、先代経営者が
築き上げてきた事業を引き継ぎ、それまでに蓄
積されてきた経営資源を維持・継続していくと
いう「承継者」としての立場がある。一方、引
き継いだ事業を発展させていく使命も背負って
おり、そのためには、これまで先代経営者が築
き上げてきた事業を変化、場合によっては終了
し、新機軸を打ち立てるという「革新者」とし
ての立場も同時に有している。つまり、後継者
は「承継者」であると共に、「革新者」でもある。
このような二つの役割を担う後継者は、前述の
ような経営力を獲得する過程において、先代経
営者から得た知識と自ら獲得した知識を統合す
る必要がある。経営資源が限定される中小企業
においては、社内に存在する「知識」という「資
源」をいかに有効活用できるかは、経営革新に
おいて重要なファクターとなるためである。こ
の点、「知識」は、形式的・体系的で言語や数字
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で表すことが可能であるが故に、他者への伝達・
共有が可能な「形式知」と個人的・主観的で形
式化が困難であるが故に、他者への伝達・共有
が困難な「暗黙知」に分けられる（野中・竹内、
2020）が、中小企業においては、形式知化され
ず、暗黙知にとどまっている経営に関する知識
が多い。暗黙知は移転困難であり、「知識の複雑
な様態は模写再生の困難なものである」（高垣、
2013）ことから、後継者は、先代経営者が保有
する知識、承継した企業内に元来存在する知識
と企業外部から後継者が持ち込んだ知識の統合、
すなわち、経営に関する両者の「専門知識間の
相互調整」（黄、2003）が必要となる。
　第四の含意は、経営の革新と組織慣性への対
処である。後継者はヒト・モノ・カネ・情報といっ
た経営資源を先代経営者から引き継ぐことで、
必然的に組織慣性も引き継ぐこととなる。組織
慣性とは「環境に対して組織が現在の状態を継
続しようとする性質」（小沢、2011）であり、組
織慣性には、高度な再現能力、効率性の増大と
いった経営に対してポジティブな影響を及ぼす
側面を有する反面、経営の停滞、環境変化への
対応の遅れのようなネガティブな側面も有して
いる。環境変化が激しく、その速度も増す現代
の企業経営においては、外部環境の変化に柔軟
に対応していかなければ、企業の生き残りは容
易ではない。すなわち、現代においては、組織
慣性における負の側面が強調される可能性が高
く、後継者は、組織慣性に適切に対処する必要
がある。
　第五の含意は、組織内の調整に関する議論で
ある。前述のように、先代経営者・後継者はと
もに二面性を有する存在である。そして、事業
をスムーズに継承することを目的に、権力を有
する両者が同時期に同じ組織に併存している。
それは、ある種必然的にコンフリクト（衝突）
の可能性を孕んでいる。さらに、この対立構造
は先代経営者・後継者間にとどまらず、先代経
営者の参謀役であった役員・従業員と後継者の
間にも、同様の対立構造が生じる可能性を十分

に孕んでいる。このように、第二創業において
は、パラドキシカルな状態が必然的に内在して
いる。具体的には、①先代経営者から承継され
た経営資源と外部から導入する経営資源の存在、
②継承される経営資源の活用と経営革新の実行
を同時に進める必要性、③先代経営者との間に
生じるツーボス関係を代表とする権力の二重構
造、④組織内における慣性の存在と改革の実行、
などである。すなわち、第二創業を実現するた
めには、先代経営者から引き継ぐ経営資源を活
用しつつ、後継者による経営革新が実行される
という、「経営の承継と経営の革新」が同時並行
的に行われる必要がある。その結果、第二創業
の過程においては、少なからず組織内コンフリ
クト（衝突）が生じる可能性が高い。このように、
先代経営者およびその影響を強く受ける古参役
員や古参従業員、あるいは、組織内外のステー
クホルダーといった、複雑な人間関係、権力関
係が存在し、コンフリクトが生じる可能性が高
い状況下において、後継者はジレンマを抱えな
がら経営革新を実行しなければならず、その過
程においては、多大なる困難を伴う。そんな中、
後継者がスムーズに経営革新を実行していくた
めには、組織内におけるコンフリクトマネジメ
ント、各方面との調整が必要である。

Ⅶ 先行研究の課題

　これまでの研究により、第二創業の実態が明
らかにされつつあるが、先行研究上の課題も存
在する。
　第一に、後継者視点による第二創業に関する
議論が非常に限定的にとどまる点である。この
点、石川（2017）が、事業承継における従来の
議論では、後継者の人選と育成に関心が集中し
た、と述べているほか、林・山田（2017）は、
これまでの事業承継・第二創業に関する研究に
おいては、先代経営者に焦点が当てられており、
後継者による企業家活動について、先行研究で
はもっぱら先代世代による後継者支援の文脈内
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で言及されてきた、と指摘している。近年、落
合（2016）、神谷（2019）が後継者視点を重視し
た研究に取り組む一方、経営革新の実行主体で
ある後継者の立場からの議論への関心は薄かっ
た。
　第二は、後継者の経営能力向上における先代
経営者と後継者の知識統合に関する課題である。
先行研究における調査においては、後継者の育
成が必要であり、その重要性も指摘されている。
他方、神谷（2018）は、「これまでの研究では、
先代や古参者が従前の技能を土台として、新た
な知識や技能を導入することを前提に、新旧の
知識や技能の在り方を議論してきた」一方、「新
旧の知識や技能の関係について、経営革新とい
う視点からの議論は多くない」と指摘している。
すなわち、後継者は、第二創業に向けて、先代
経営者から承継する経営力と後継者が独自に獲
得する経営力をいかに、どの程度統合している
のか、さらに、知識統合により獲得した経営力
を経営革新にいかに結び付けているのか、に関
する課題は見過ごされてきた。
　第三は、事業承継後における後継者による組織
体制の構築に関する議論の不足である。事業承継 
後の組織内には、先代経営者と後継者という権
力者が二人存在する「ツーボス状態」であるこ
とは既に指摘したとおりである。すなわち、権
力の二重構造が生じている中で、後継者は経営
革新に取り組み、成果を挙げる必要性に迫られ
ている。この点、堀越（2017）は、「システムや
メカニズムそしてプロセスといった事業承継の
全体像に対する検討が充分に行われているとは
言い難い」と述べ、さらに、「承継後の企業統治
に関してはほとんど論じられていない」と指摘
している。このように、後継者が事業を承継し
た後、企業存続のみならず、経営革新の実現に
向け、有効な企業統治、新たな組織体制の構築
に関する議論は、見落とされてきた課題である。
　なお、このように、本論文作成に当たり実施
した論文の収集方法によっては、上記のような
課題が把握されたが、欧文文献等においては、

言及されている可能性は存在する。

Ⅷ 実証研究に向けた研究展望

　本節では、先行研究上の含意と課題を踏まえ
て、今後の実証研究について展望する。また、
前節で抽出された研究課題における分析視角を
示す。
　まず、後継者による第二創業を先代経営者か
ら受け継いだ知識と後継者が自ら獲得した知識
の統合と捉え、知識統合の理論を適用すること
である。従来の中心的議論は、先代経営者から
後継者が如何にして経営に関する知識を承継す
るかという点にあった。そのため、第二創業の
プロセスにおいて、後継者が先代経営者から承
継した経営資源、および、自ら獲得した知識の
活用の手法、程度等に関する知識統合のプロセ
スに対して、明確な知見は提示されていない。
本分析視角により、先代経営者が有する能力・
知識への後継者の依存性、後継者が外部から獲
得すべき能力・知識、および第二創業に向けた
両者の知識統合の過程・手法等を明らかにする
ことにより、第二創業プロセスのメカニズムを
解析することができると考えられる。
　次に、事業承継後の組織には、慣性が働くと
同時に、経営革新の実行を目指す後継者との間
でコンフリクトが発生すると考えられる。例え
ば、中小企業庁（2004）において、経営革新に
取り組む後継者は、社内体制の改編、人事制度
の改革といった企業内部の変革により、企業を
後継者に合わせていくことが有効と指摘してい
る。しかし、組織慣性やコンフリクトの具体的
な対処法について、明確な知見が提示されてい
ない。本分析視角により、経営革新に向けた有
効な組織慣性・コンフリクトへの対処法を明ら
かにし、第二創業における組織構築のプロセス
を明確化できると考える。
　具体的手法としては、今後、先代経営者と後
継者、双方に対し、第二創業に関する同様の質
問を別々に実施する半構造化インタビューの手



長岡大学  研究論叢  第 19 号（2021 年 4 月）

― 36 ― ― 37 ―

法を用い、事業承継・経営革新前後における先
代経営者と後継者間における有効な知識統合の
手法、後継者の経営者としての能力の獲得と経
営者交代のタイミング、さらには組織慣性・コ
ンフリクトの解消に関する相互の思考、関係性
の変化を把握する調査を行う予定である。また、
調査対象として、第二創業を実現した企業と伝
統を守り同一事業を継続する企業の実証研究及
び質的比較分析研究、および、親族内・親族外
承継における第二創業の実証研究及び質的比較
分析を通じ、その相違点を探るとともに、第二
創業の実現の条件を明らかにしていきたい。

Ⅸ 結語

　本稿の成果として、大きく分けて三点を挙げ
ることができる。第一は、国内の第二創業に関
する研究について、網羅的で恣意性を排除した
総合的なレビューを行い、先行研究の系譜を辿
り後継者の視点で体系化を行なったことである。
第二は、第二創業を「事業承継後の経営革新」（英
訳：Business Innovation after Succession）と定
義付けを行い、創業や事業承継と第二創業の相
違点を明確にしたことである。第三は、先行研
究の含意と課題を明確にした上で、今後の実証
研究に向けての論点と方向性を提示したことで
ある。これまでの事業承継・第二創業研究にお
いて蓄積された含意に、知識統合、組織論、さ
らには、イノベーション論といった視点を持ち
込むことで、第二創業の実態をより実践的かつ
詳細に捉えることができる可能性がある。本稿
からの含意を有効に活用し、今後の実証研究に
挑みたい。

【注釈】

1）　 当該論文 18 頁にて「第二創業は一般的に『新分野進出』、

『新事業開拓』であり」とも記されていることから、「第

二創業＝経営革新」と捉えていると読み取ることもで

きる。

2）　 「新しい経営者によって革新が遂行されるような経営者

の交代」という表記からは、次の「第二創業＝事業承

継後の経営革新」と捉えることもできるが、要約部分

で「事業承継された企業を『第二創業』と呼び」と述

べていることから、ここでは、「第二創業＝事業承継」

に分類した。

3）　 第二創業に類する用語として（学術用語としての用例

は少ないが）、「ベンチャー型事業承継」（google scholar 

による検索件数：10 件）、「跡継ぎベンチャー」（同：0 件）

などもある。
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